
令和５（２０２３）.6.２０3 東京共同電子申請・届出サービスの
QRコード

東京消防庁救急相談
センター

＃７１１９（携帯電話、PHS、プッシュ回線から）
０４２（５２１）２３２３（ダイヤル回線から）

救急車を呼ぶべきか迷った場合の
相談・２４時間

小平消防署
病院・診療所案内 ０４２（３４１）０１１９ 救急医療機関の案内・２４時間

東京都医療機関案内
サービス（ひまわり） ０３（５２７２）０３０３ 診療中の医療機関の案内・２４時間

東京都による救急診療などの相談・案内

日　　程 診 療 時 間 名　称 所　在　地 電 話 番 号

休日応急診療 日曜日、祝日、
年末年始

午前 ９時～午後 ５時
※事前電話予約制。 小平市医

師会応急
診療所

学園東町
１－１９－１２
（健康センター内）

０４２（３４６）３７０６
準夜応急診療 月曜～日曜日

（年中無休）
午後 ７時３０分～１０時３０分
※事前電話予約制。

※電話予約の受付開始時間は、休日診療は午前 8時４５分から、準夜診療は午後 ７時からです。必ず事前に電話で
予約してください（問い合わせの状況により、電話がつながりにくい場合があります）。

※応急診療所の診療科目は内科と小児科です。高校生以下の受診は、保護者の同伴が必要です。健康保険証、各
種医療費受給者証を忘れずにお持ちください。

休日応急診療・準夜応急診療（内科・小児科）

休日歯科応急診療医（診療時間：午前９時～午後５時）
日　　程 医療機関名 所　在　地 電 話 番 号

６ 月２５日（日） 岩 間 歯 科 医 院 天神町 １－ ３－ 8　ヘリオス天神町レジ
デンス １階 ０４２（３４２）8１88

７ 月 ２ 日（日） 神 津 歯 科 医 院 花小金井 ２－ １－ １　ルミエール花小金井
２階　Ａ区画 ０４２（４６７）１１６４

※受診の際は、事前にお問い合わせください。また、医療機関は変更になる場合があります。

成人健康教室・相談などの日程
問合せ（申込み）　健康センター　〒１8７－００４３　学園東町一丁目１９番１２号　☎０４２（３４６）３７０１

と　き 内容・持ち物 定員・申込み

健康づくり相談
（ 保 健 師・
管 理 栄 養 士 ）

７ 月２４日（月）
午後の指定する時間
健康センター

内容…健康診断や人間ドックの結果
を基にした、主に生活習慣病予防に
関する個別相談
持ち物…直近の健診や人間ドックの
結果、お薬手帳、参加カード（お持
ちの方）、食事記録メモ（３日分程度）

４人
事前に問合せ先へ
（先着順）

※対象は市内在住の方。車での来場はご遠慮ください。

乳幼児の教室・相談などの日程
問合せ（申込み）　健康センター　〒１8７－００４３　学園東町一丁目１９番１２号　☎０４２（３４６）３７０１

と　き 対　象 持ち物 定員・申込み

た ん ぽ ぽ 広 場
（ 親 と 子 の
健 康 相 談 ）

７ 月 ７ 日（金）
午前 ９時～１１時４０分

生後 ４か月～
４歳未満の乳
幼児と保護者

たんぽぽカード
（令和 ５年度の初
回参加時に配布）、
母子健康手帳（発
育の確認をしたい
方）

５０組程度
６月２０日（火）
から３０日（金）
までに、問合
せ先へ

離 乳 食 教 室
（ 講 話 ）

７ 月２１日（金）
離乳初期…午後 １時３０分から
離乳中期…午後 ２時３０分から
離乳後期…午前 ９時４５分から
離乳完了期…午前１０時４５分から

市内在住で離
乳食に関心の
ある方
（下記参照）

母子健康手帳、筆
記用具

各回１２組
６ 月２０日（火）
から、問合せ
先へ

※会場は健康センター。車での来場はご遠慮ください。
※離乳初期（５～ ６か月頃）、離乳中期（ ７～ 8か月頃）、離乳後期（９～１０か月頃）、離乳完了期（１２～１8か月頃）。

※年齢は、令和６年３月3１日時点の年齢です。

d…日程　b…場所　s…費用　t…対象
n…内容　e…持ち物　m…申込み期間

①成人歯科健診

d 令和６年２月２９日（木）まで（申込み後、健診
票が届いてから）
b 市内指定医療機関
t 市内在住で２０歳以上の方（令和５年度にすで
に申込みをした方を除く）
n 問診、歯の検査、歯周病検査、指導
m 令和６年１月3１日（水）まで
※受診に必要な書類は、順次発送する予定です。

①〜③の申込み方法

▷はがき…健診・検診名、住所、氏名（ふりがな）、性別、
生年月日、電話番号を記入のうえ、問合せ先へ（消印有
効、一人一枚、一枚につき一検診）
※健康ガイドのはがきも使えます。
▷窓口…健康センター、東部・西部出張所、動く市役所
へ（申込書があります）
▷インターネット…東京共同電子申請・届出サービス（紙
面欄外ＱＲコード）へ
※②・③は、健康診査と同時受診する場合は、市への申
込みは不要です。
※電話での申込みは受け付けていません。
※指定医療機関など、詳しくは小平市ホームページをご
覧ください。

②肝炎ウイルス検診

d ７月１日（土）～令和６年２月２９日（木）
b 指定医療機関
t 市内在住で４０歳以上の方（過去に受診した方
を除く）
n 問診、血液検査（採血）
m ６月２０日（火）から令和６年２月１５日（木）まで
※受診に必要な書類は、６月下旬から順次発送す
る予定です。
※小平市健康診査と同時受診可。

③前立腺がん検診

d ７月１日（土）～令和６年２月２９日（木）
b 指定医療機関
s １，０００円（生活保護受給者は証明書を医療機
関に提出すれば無料）
t 市内在住で５０歳～７４歳の男性
n 問診、血液検査（採血）
m ６月２０日（火）から令和６年２月１５日（木）まで
※受診に必要な書類は、６月下旬から順次発送す
る予定です。
※小平市健康診査と同時受診可。

④大腸がん検診（指定医療機関）

d ７月１日（土）～令和６年２月２９日（木）
b 指定医療機関
t 市内在住で3５歳以上の方
※受診できない方は次のとおり。
　▷今年度受診した
　▷職場などで受診する機会がある
　▷治療中・経過観察中である　
n 便潜血反応検査（２日法）　e 健康保険証
※申込み不要（直接、指定医療機関へ）。
※小平市健康診査と同時受診可。

問合せ　健康センター（〒１８７−００４3　学園東町１丁目１９番１２号）☎０４２（3４６）3７００

　　　　　　健診・検診申込書
１　住所（〒　　－　　）
　　小平市
２　氏名（ふりがな）
３　性別　
４　生年月日　
　　　年　月　日（満　歳）
５　電話番号

健康で快適な生活を送るために

健診・検診を受けましょう
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